
 

 

こまき巡回バス「こまくる」マタニティフリーパスの配布について 

 

１ 概要 

妊産婦の「こまくる」の利用料を無料とすることで、妊産婦健診や乳児健診の

ほか、子育て世代包括支援センターや児童館等の子育て支援の場への参加や買い

物など様々な外出時の移動手段として活用してもらい、移動手段を持たない妊産

婦だけでなく、全ての妊産婦に利用してもらい、子育て世代の利用促進につなげ

る。 

 

２．開始時期 

 令和４年６月１日から 

 

３．対象者 

妊産婦 年間2,000人程度 

（配布実績 ６月：149枚、７月：90枚、８月：145枚） 

 

４．利用期限 

 妊娠届出時から出産予定日の1年後までの約22か月間 

 

５．利用方法 

「マタニティフリーパス」を乗車時に運転手に提示し、こまくる利用券を受け

取る。 

 

６．配布方法 

原則妊娠届出時及び転入時に子育て世代包括支援センターにて配布する。 

 

７．利用状況 

 ６月：62人  ７月：106人  ８月：95人 

 

報告資料２ 



 

８．マタニティフリーパス 

  （表）                 （裏） 

 

 

 

 

 

 

９．その他 

・産婦の場合の利用期限は児の1歳の誕生月末までとする。 

・「マタニティフリーパス」利用による利用料は子育て世代包括支援センターが

負担する。 

・「マタニティフリーパス」配布の際に、車内事故防止及びベビーカーの安全な使

用のため、別添「報告資料２－１」のとおりチラシを配布している。また、こ

まくる車内デジタルサイネージにてチラシと同内容の広告動画を放送してい

る。 


